
放
送
設
備

号

外�十一
平

成
二
十
六
年

三

月
二
十
日

一
式
四
時
間
以
内
に
つ
き

一
式
一
日
に
つ
き

一
、
六
三
〇
円

三
、
二
四
〇
円

目

次

規

則

○
岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
川
辺
漕
艇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

規

則

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
会
議
室
及
び
第
二
会
議
室
の
項
中｢

五
六
〇
円｣

を｢

五
八
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
第
三

会
議
室
及
び
第
四
会
議
室
の
項
中｢

二
八
〇
円｣

を｢

二
九
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
特
別
会
議
室
の
項

中｢

一
、
四
○
○
円｣

を｢

一
、
四
四
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
可
動
ス
テ
ー
ジ
の
項
中｢

九
、
九
八
〇

円｣

を｢

一
〇
、
二
七
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
舞
台
照
明
の
項
中｢

二
、
五
二
〇
円｣

を｢

二
、
五
九

〇
円｣

に
改
め
、
同
表
放
送
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

別
表
ホ
ー
ル
の
照
明
設
備(

白
熱
灯
及
び
水
銀
灯)

の
項
中｢

六
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

六
、
一
七
〇

円｣

に
改
め
、
同
表
電
光
式
得
点
表
示
盤
の
項
中｢

六
三
〇
円｣

を｢

六
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
ピ

ア
ノ
の
項
中｢
一
、
八
九
〇
円｣

を｢

一
、
九
四
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
空
調
設
備
の
項
中｢

四
、
〇

〇
〇
円｣

を｢

四
、
一
一
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー(

ス
ク
リ
ー
ン
付
き)

の
項
中｢

五
〇
〇
円｣
を｢
五
一
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
映
写
ス
ク
リ
ー
ン
の
項
中｢

一
、
〇
〇
〇
円｣

( ) 平成26年３月20日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日



六
、
七
二
〇

四
、
四
一
〇

二
、
二
一
〇

照
明
設
備六

、
九
一
〇

四
、
五
四
〇

二
、
二
七
〇

夜
間
照
明

照
明
設
備(

夜
間
照
明)

を｢
一
、
〇
三
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
講
演
卓
の
項
中｢

一
、
三
七
〇
円｣

を｢

一
、
四
一
〇
円｣

に

改
め
、
同
表
司
会
卓
の
項
中｢

九
五
〇
円｣

を｢

九
八
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

３

利
用
料
金
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
十
円
未
満
を
四
捨
五
入
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
１
の
表
会
議
室
の
項
中｢

一
、
五
八
〇｣

を｢

一
、
六
三
〇｣
に
、｢

二
、
一
〇
〇｣

を｢

二
、

一
六
〇｣

に
、｢

一
、
八
九
〇｣

を｢

一
、
九
四
〇｣

に
、｢

五
、
五
七
〇｣
を｢
五
、
七
三
〇｣

に
改

め
る
。

｢

｢
｢

別
表
２
の
表
中

を

に
、

｣
｣

｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
号

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
大
会
議
室
の
項
中｢

五
、
三
○
○｣

を｢

五
、
四
五
○｣

に
、｢

七
、
○
○
○｣

を｢

七
、
二

○
○｣

に
、｢

六
、
四
○
○｣

を｢

六
、
五
八
○｣

に
、｢

一
八
、
七
○
○｣

を｢

一
九
、
二
三
○｣

に

改
め
、
同
表
研
修
室
の
項
中｢

一
、
七
○
○｣

を｢

一
、
七
五
○｣

に
、｢

二
、
三
○
○｣

を｢

二
、

三
七
○｣

に
、｢

二
、
○
○
○｣

を｢

二
、
○
六
○｣

に
、｢

六
、
○
○
○｣

を｢

六
、
一
八
○｣

に
改

め
、
同
表
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
項
中｢

一
、
六
○
○｣

を｢

一
、
六
五
○｣

に
、｢

二
、
二
○
○｣

を｢

二
、
二
六
○｣

に
、｢

一
、
九
○
○｣

を｢

一
、
九
五
○｣

に
、｢

五
、
七
○
○｣

を｢

五
、
八
六

○｣

に
改
め
、
同
表
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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四
人
漕こ

ぎ
舟
艇

区
分

一
艇
四
時
間
以
内
に
つ
き
単
位

学
生

九
九
〇

金
額(

円)

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

一
人
漕
ぎ
舟
艇

二
人
漕
ぎ
舟
艇

一
艇
一
日
に
つ
き

一
艇
四
時
間
以
内
に
つ
き

一
艇
一
日
に
つ
き

一
艇
四
時
間
以
内
に
つ
き

一
艇
一
日
に
つ
き

一
艇
四
時
間
以
内
に
つ
き

一
艇
一
日
に
つ
き

一
般
学
生
一
般
学
生
一
般
学
生
一
般
学
生
一
般
学
生
一
般
学
生
一
般
学
生
一
般

五
、
六
八
〇

三
、
九
五
〇

二
、
八
四
〇

一
、
九
七
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
二
三
〇

一
、
三
六
〇

八
六
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
二
三
〇

一
、
三
六
〇

八
六
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
三
六
〇

一
、
三
六
〇

別
表
ス
ケ
ー
ト
用
具
の
部
中｢

六
〇
〇｣

を｢

六
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
夜
間
照
明
の
部
中｢

一
、

二
〇
〇｣
を｢

一
、
二
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
競
技
大
会
用
設
備
・
器
具
の
部
ス
ケ
ー
ト
競
技
計
測
器

具
一
式
の
款
中｢

二
四
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
四
、
六
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
イ
ン
ラ
イ
ン
ス
ケ
ー
ト
競

技
計
測
器
具
一
式
の
款
中｢

二
四
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
放
送
設
備
一
式
の
款
中｢

六
、

〇
〇
〇｣

を｢
六
、
一
七
〇｣

に
改
め
、
同
表
氷
上
ス
ポ
ー
ツ
用
具
の
部
ア
イ
ス
ス
レ
ッ
ジ
一
式
の
款

中

｢

六
〇
〇｣

を

｢
六
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
貸
し
ソ
リ
の
款
及
び
カ
ー
リ
ン
グ
用
具
一
式
の
款
中

｢

一
、
二
〇
〇｣

を｢

一
、
二
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
軽
ス
ポ
ー
ツ
用
具
の
部
中｢

二
四
〇｣

を｢

二

五
〇｣

に
改
め
、
同
表
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
器
具
の
部
一
回
に
つ
き
の
項
中｢

三
八
〇｣

を｢

三
九
〇｣

に

改
め
、
同
部
回
数
利
用
券
十
一
回
分
の
項
中｢

三
、
八
〇
〇｣

を｢

三
、
九
〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
附

属
施
設
の
部
ス
タ
ン
ド
の
款
中｢

三
、
一
二
〇｣

を｢

三
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
放
送
記
録
室
の

款
か
ら
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
款
ま
で
の
規
定
中｢

四
八
〇｣

を｢

四
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
展
示

ロ
ビ
ー
の
款
及
び
イ
ベ
ン
ト
ロ
ビ
ー
の
款
中｢
一
、
二
〇
〇｣

を｢

一
、
二
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
そ

の
他
の
施
設
の
款
中｢

四
八
〇｣

を｢

四
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
附
属
設
備
の
部
冷
暖
房
設
備
の
款
中

｢

二
四
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
川
辺
漕そ

う

艇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
川
辺
漕そ
う

艇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
川
辺
漕そ
う

艇
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

舟
艇
等

備
考

一

学
生
と
は
、
大
学
生
以
下
の
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。

二

一
般
と
は
、
学
生
以
外
の
者
を
い
う
。

別
表
二
の
表
会
議
室
の
項
中｢

九
六
〇｣

を｢

九
九
〇｣

に
、｢

一
、
〇
八
〇｣

を｢

一
、
一
一
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
三
の
表
浴
室
の
項
中｢

二
四
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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